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石 川 県 手数料条例(平成十二 年 石川 県 条例第七号)

別 表 三十 五の項1 イ 中「トリコモナス病」を「 ト リコモナ ス症」に改め、同項1 ロ 中 「 ブルセラ
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病 」 を 「 ブ ルセラ症」 に 改め、同項1 ハ 中「結核病」を「 結 核」に改め、同項1 ホ 中「ひな白痢」

そ

を 「家きんサルモネラ症」に改め、同項1 ト 中 「 ふそ病」 を 「腐岨病」 に 改め、同項3 イ ω 中 「炭

そ

そ 」 を 「炭痘」に改め、同項3 ロ 例中「炭そ」を「炭症」 に 改める。
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詩情

石 川 県手 数料 条例の一部を改正 す る条例をここに公布する。

令 和二 年 七月二 日

石 川県条例第三十五号

石 川 県 手数料条例の一 部 を改正する条例

こ の条例は、公布の日から施行する。

石 川 県税条 例 の 一 部 を改正 す る条例をここに公布する。

令 和二 年七 月二 日

石 川県条例第三十六号

石 川 県 税条例の一 部 を改正する条例

第 一 条 石 川 県 税条例( 昭 和二 十 九年石川県条例第二 十 三 号 )
右 -

石 川 県知事 本 正谷

の 一 部 を次のように改正する。

石 川 県知事 本 正谷

の 一 部 を次のように改正する。
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第 十五条第八項中「第十五条の六の二 第 三 項 」の下に「及び法附則第五十九条第三 項 」を加え

る
第 八十三 条 第二 項 に次のただし書を加える。

-，-守， e J 、J J'JJ'11
』 一 本 当たりの重量 が 0 ・ 七グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該

葉 巻たばこの一本をもって紙巻たばこの0 ・ 七本に換算するものとする。

第 百三十九 条第一 項 第三 号 中「記入」を「変更記録」に改める。

附 則第 六条中「第三十 五条の二 第 一 項 」の下に「、第三 十 五条の三 第 一項」を加える。

附 則第七条第三 項 中「第三 十 五条の二 」 を「第三 十 五条の三 」 に 改める。

附 則第十二 条の八 第三 項 中「令和二 年 九月三 十 日」を「令和三 年三月 三 十 一 日 」に改める。

附 則に次の一 条を加 える。

( 新 型 コロナウイルス感染症等 に 係る耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減

額 等の特例)

第 二 十 二 条 第 七 十五条第三一 項 に規定する耐震基準不適合既存住宅を取得し、当該耐震 基 準不適

合 既存住宅の第七十八条の二 第 一 項 に規定する耐震改修に係る契約を令附則第三 十 八条で定め

る 日までに締結している個人が、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別

措 置法(平成二 十 四年法律第三 十 一 号 )附則第一 条 の二第一 項 に規定する新型コロナウイルス

感 染症をいう。 ) 及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修をして当該耐震

基 準不適合既存住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなか

っ たことにつき省令で定めるところにより証明がされた場合において、当該耐震改修をして当

該 耐震基準不適合既存住宅を令和四年三 月 三 十 一 日 までにその者の居住の用に供したとき(当

該 耐震基準不適合既存住宅を当該耐震改修の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合

に 限る。) は 、第七十八条の二 第 一項の規定の適用については、同項中「当該耐震基準不適合

既 存住宅を取得した日から六月以内に、当該」 と あるのは「当 該」 と、「行い」とあるのは「行

い 、当該住宅の当該耐震改修の日から六月以内に」とする。

2
 

前 項の規定の適用がある場合における第七十六条第一 項 及び第七十八条の二 第 二 項 の 規定の

適 用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下

欄 に掲げる字句とする。
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る 県たばこ税については、なお従前の例による。

8
 

附 則第一 項 第 三 号 に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係

る 県たばこ税については、なお従前の例による。

本 社機能立 地 促進の ための県税の課税の特例 に関する条 例の一部を改正する条例をここ に公布す

る 。
令 和 二 年 七月二 日

石 川 県知事 本 正谷

石 川県条例第三十七号

本 社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例の一 部 を改正する条例

本 社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例(平成二 十 七年石川県条例第三 十 九

号 )の一 部 を次のように改正する。

第 二 条 中「令和二 年 三 月 三 十 一 日 」を「令和四年三 月 三 十 一 日 」に改める。

附 員
リ

l
 

こ の条例は、公布の日から施行し、改正後の第二 条 の規定は、令和二 年 四月一 日 から適用する。

2
 

本 社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成三 十 年

石 川 県 条例第三 十 二号)の 一 部 を次のように改正する。

附 則第 三項の表第三条の項中 「 平 成 三 十 二 年 三 月 三 十 一 日 」を「令和二 年三月 三 十 一 日 」 に 改

め る 。

石 川 県新型コロナ ウイ ルス感染 症対策応 援 基金条例をここ に公布する。

令 和二 年 七月二 日

石 川 県知 事 本 正谷

石 川県条例第三十八号

石 川 県 新型コロナウイルス感染症対策応援基金条例

( 設置)

第 条 新 型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二 十 四年法律第

三 十 一 号 )附則第一 条 の 二 第 一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。 ) に関する医療

提 供体制の整備その他の対策の推進に要する経費の財源に充てるため、石川 県 新型コロナウイル

ス 感染症対策応援基金(以下「基金」という。) を 設置 す る 。

( 積立て )

憲
憲
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